
学校いじめ防止基本方針

鹿嶋市立鹿島小学校



学校いじめ防止基本方針

鹿嶋市立鹿島小学校

1 いじめ防止基本方針策定の目的

学校が子どもたちの健全育成を図り,いじめのない学校づくりの実現を目指すために,基本

方針を策定すると共に組織を設置して具体的な対応を推進する。

2 基本方針

(1) いじめの定畿

「本校児童が,学校の内外を問わず,一定の人間関係のある者から,心理的,又は物理的

な攻撃を受けたことにより,心身の苦痛を感じているもの。 」とする。

※「攻撃」とは,直接的なものだけでなく間接的なものや,インターネット等を通じて行わ

れるものを含む。

ア いじめの態様

・仲間はずれ ・無視する ・嫌なことを言う(悪口) ・物を隠す

・からかい,冷やかし ・暴力(殴る,蹴る,ぶつかる等) ・脅す

・物や金銭の強要 ・メールや書き込みによる誹誘中傷

イ いじめの特徴

① いじめは,暴力的・攻撃的である。

② いじめは,要領よく・陰湿的・残酷的に行われる。

③ いじめは,巧妙化・狼狽化し複雑的に行われる。

④ いじめは,遊び感覚でゲーム化・プレイ化して行われる。

⑤ いじめは,集団化・グループ化し,徹底的に行われる。

⑥ いじめは,同調化を求め正当化を試みる。

⑦ いじめは,長期化し継続的・断続的に行われる。

ウ いじめが表面に現れてこない理由

① 加害者側の暴力や威嚇・脅迫が予想され,被害者はその恐怖感を持ち「逃げられ・

逆らえ・訴えられ」ない実情がある。

② 加害者の巧妙・獲狛な行為に被害者が巻き込まれ, 「いじめの態様」が見えてこな

い。

③ 被害者が苦痛を抱え込む中で孤立してしまい,いじめにまで発展しないかの怖れや

報復されないかの怖れを抱き,表面に表さない。

④ 被害者が学級の仲間に「自分の弱きを知られたくない」という防衛本能で心を閉ざ

し,真の行動態度を表さない。

⑤ 被害者が,教師や周囲の大人を信用し切れていないために,相談をできない。

⑥ 被害者が保護者へ心配をかけたくないために,じっと辛抱してあきらめてしまう。
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工 いじめ把握の困難な理由

① いじめが集団・グループによって巧妙に遊び感覚で行われるため,いじめはその中

で二次的な問題行動として発展している。

② いじめに対する受け止め方が子供の場合異なっている。人権侵害・犯罪行為である

という認識が,子供の心に醸成されていない。

③ 執拗で残酷ないじめを解決し,被害者を孤立させない人間関係づくり・集団づくり

が学校の教育環境の中でできていない。

④ いじめは集団やグループによる場合が多く,端的な因果関係が明確にならず責任の

謝罪が分散してしまう。

⑤ 教師や大人に連絡すると仲間から不信感をもたれ,次のターゲットにされるという

不安感と恐怖感がある。

(2)基本理念

いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利や学校生活やその他の活動を著しく侵

害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命ま

たは身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。

したがって,全ての児童がいじめを行わない,他の児童に対してのいじめを認識しながら

これを放置することがないように,全ての職員が「いじめはどの学校でも起こりうるもので

あり,いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない」という認識のもと,全児童が「いじめ

のない,明るく,楽しく,夢を語れる学校生活やその他の活動」を送ることができるように,

いじめ防止等のための対策を行う。

【教職員の責務】

いじめは自らの責任で解決するという決意をもつ。

いじめが行われず,全ての児童が安心して学習やその他の活動に取り組むことができる

ように,保護者,関係機関,外部機関と連携を図りながら,いじめの防止と早期発見に努

める。また,いじめが疑われる場合は,適切かつ迅速にこれに対処し,その再発防止に努

める。

ア いじめ防止のための5つの基本姿勢

① 児童の小さなサイン,変化を見逃さず,いじめの未然防止・早期発見のために全職員が

対応する。

② いじめ防止の指導や心の教育,人権教育等,いじめを生まない教育を計画’的に実施し,

いじめを許さない(いじめをしない,いじめを見て見ぬふりをしない)子どもを育てる。

③ 学級の人間関係を円滑にするとともに,一人一人の児童の心の居場所づくりや絆づくりを

推進する。

④ いじめが発生した場合には,適切かつ迅速にチーム支援で対応し,当事者の指導と再発

防止に向けた指導を徹底する。いじめの被害にあった児童は全職員と子どもたちみんなで

支える。

⑤ 保護者や関係機関と連携を図り,いじめ問題に誠意を持って対応する。
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イ 職貝のいじめ防止に向けた確認事項

① いじめが発生した場合は,素早く適切な対応をとる。

② いじめ問題は,担任や一部の教員だけで抱え込むのではなく,チームで対応する。

③ いじめ問題には,職員で共通理解したことを同一歩調で取り組む。

④ 生徒指導主事を中心に報告,連絡,相談,確認の連絡系統を徹底し,問題解決に向

けて,指導過程を明確にして,対応する。

⑤ いじめの認知後は,発生から解決までを時系列に記録に残す。 (担任・生指)

⑥ いじめの認知件数よりも,認知後の対応を重視し,組織的に対応する。

⑦ いじめについては,どの学年においても道徳や学級活動の時間を中心に計画的に指

導する。

【児童のいじめの禁止】

児童はいじめを行ってはいけない。また,児童はいじめを見たら,黙認したり,傍観者

になったりせず,やめさせないといけない。

ア 児童へのいじめに対する指導の留意点

① どんなことがいじめなのか,いじめはなぜいけないのか,見て見ぬふり(傍観)を

することはなぜいけないのか,いじめられている人の気持ち,命を大切にすることな

どを計画的に必ず指導する。

② いじめにはみんなで対応し,みんながいじめられている人を守ることが大切なこと

を児童に必ず指導する。

③ 直接でなく,間接的に●人の悪口や嫌がらせをすることもいじめであることを児童に

必ず指導する。 (メールやインターネット上の書き込みも含む)

④ いじめの被害者とならないために,次のことを低学年のときから指導する。

・いじめを受けたときは,はっきりと拒否する態度を示す

・いじめにあったときは,すぐに教師や家の人に知らせる(本当の勇気)

【保護者として】

いじめの禁止,いじめの黙認,いじめへの加担等がないように親子でも話し合いの場を

設ける。また,いじめを発見したらその場での指導を行い,速やかに学校或いは教育委員

会等の関係機関に相談・通報する。

3 いじめの防止等のための取組

(1)未然防止のための取組

① いじめ問題についての共通理解

全職員で「いじめは絶対に許されない」学校づくりについて確認し,定期的にいじめ問

題への取組について共通理解する場をもつ。
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② わかる授業づくりの推進

全ての児童が授業に参加できる,授業場面で活躍できるための授業改善を進め,学力向

上はもちろん,いじめを始めとした生徒指導上の諸問題の未然防止を図る。また,授業中

には発表の仕方や聞き方の指導など学習の基本となる規律を徹底する。

③ 児童の豊かな心や人権意識の育成

道徳,特別活動を中心に,マナーアップ活動や縦割り班活動,読み聞かせ等の体験活動,

また,感動体験,幼・小・中連携の取組等を通して児童の豊かな心や人権意識の育成を図

る。

④ 児童と教職員との信頼関係づくり

教職員は,日頃のふれあいや共通体験を通して,児童との信頼関係を築く。そして, 「教

師自ら人権感覚を磨く」意識を常にもち,子どもと接する。

⑤ 道徳・学級活動の指導の充実

計画的に授業実践をし,学級集団のいじめを許さない気持ちを育てる。また,ソーシャ

ルスキルトレーニングや構成的グループェンカウンター等で,人間関係を円滑にし, 「心

の耕し」に努める。また,年2回実施するQ-Uテストをいじめ防止に向けて効果的に活

用する。

⑥ 個別面談後の情報交換(10月下旬)

個別面談で保護者から出た子どもに関する情報を,全職員で共有する場をもつ。また,

日頃から保護者との連携相談を密にし,信頼関係を築く。

⑦ 児童会が主体となった活動(校内の自治的雰囲気作り)

児童朝会で,いじめは絶対いけないことを児童に確認する場として,いじめ撲滅フォー

ラムを実施する。また,いじめや人権に関する標語を全児童から募集し,校内に掲示し,

児童の意識を啓発する。

⑧ 情報モラル教育の推進

インターネットや携帯電話(スマートフォン)等のいじめを防止するため,情報モラル

教育を計画的に実施し,児童に正しい知識を身に付けさせる。

(2)いじめの早期発見のための取組

① 担任の観察とチェックリストの活用による発見

担任は毎月初めに,学級集団で気になる児童について「いじめ早期発見チェックリスト

を実施するとともに,全職員で共通理解し,協議する場をもつ。

② 他の教師の観察による発見(学年内,養護教諭,特別支援部,生徒指導主事など)

担任だけでなく,全職員がチーム支援体制で児童の支援を行う。

③ 本人からの訴えによる発見

毎月初めに「いじめ防止アンケート」を実施し,担任が集計後,いじめを訴えた児童が

いる場合は,早急に教育相談を行う。そして,全職員でアンケート結果を共有し,対応策

を協議する。

④ まわりの児童の訴えによる発見

基本的には学期に1回(1学期:6月, 2学期: 10月, 3学期:2月)であるが,い
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じめの訴えがあったり,担任が必要であると考えた場合には随時実施する。

⑤ 保護者の情報提供による発見

学年通信や懇談会等でいじめ防止を日頃から周知し,保護者との信頼関係を基盤にいじ

めの訴えや情報があった場合は真撃な姿勢で早期対応する。

(3) いじめが発生した場合の取組 ※報・連・相・確の徹底,チームで対応する。

① いじめ情報の把握

・正確な情報を把握する。 (担任単独では絶対に動かない。)

・生徒指導主事が情報を集約し,校長・教頭へ報告・相談する。

J

② いじめ防止対策委員会の開催

・校長の指示のもと,支援方策を協議し,職員の役割を明確にする。

」

③ 職員の動き(役割分担) ※必ず複数(2名以上)で対応する

・いじめを受けた児童の聴取,いじめをしたとされる子への聴取と指導をする。

・周囲の児童と全体への指導,保護者の連絡と対応,関係機関との連携や役割を明確に

し,早期対応する。

」

④ いじめ防止対策委員会の開催

・いじめへの対応の現状を確認し,さらなる支援方策を明確にする。

※(Dへ④を繰り返す

(4) いじめの事実確認の留意点

〇人目につかない場所で,複数の職員で対応する。

○話しやすい雰囲気作りを心がけ,人権に配慮して事実を確認する。

○情報提供者の秘密は必ず厳守する。

○原則として,被害側児童(保護者)の了解が得られるまで,両者を同じ場所に集めて

事実確認を行わない。

○解決を当事者に任せたり,当事者の話し合いだけによる解決は絶対にしない。

○単に謝罪だけ,注意するだけの指導は絶対に行わない。 (被害側児童・保護者の気持

ちを重視する)

○事実確認後は,原則,保護者にも事情を説明し,理解を得る。

(5)いじめの指導に関する留意点

①いじめられた児童への対応

・みんなで守る(教員・友だち)ことをしっかり伝え,継続的に支援する。

・表面的な変化から解決したと判断せず,担任が中心となり,今後の方向性まで具体的に

支援する。

・自己肯定感の喪失を食い止める支援をし,学校がいつでも相談できる体制を整えている
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安心感を与える。

②いじめた児童への対応

・いじめの背景を考えさせ,その行為に対しては毅然たる態度で指導する。

・どうすればよかったのかを考えさせたり,今後どのような行動を取るべきか内省させた

りして,いじめを繰り返さない指導をする。

③周囲や傍観者への対応

・いじめを学級などの集団の問題として対応していく。

・教師が児童(保護者)と共に,本気で取り組んでいる姿勢を示す。

・いじめの情報を伝えることは「ちくり」ではなく,つらい立場の人を救う勇気ある行動

であることや,人権や命を守る立派な行為であることを指導する。

・傍観者やいじめをはやし立てた人もいじめ問題の関係者であることをしっかりと指導す

る。

④保護者や関係機関との連携の留意点

ア 被害者の保護者との連携

・電話等での対応はせず,家庭訪問を行い,明らかになったことを整理して説明する

とともに,今後の支援方針を明確に伝え,理解を求める。

・家庭訪問は必ず複数で対応する。

・保護者からの訴えに対して,安易な返答をしない。事実を確認することと,確認後

の対応を継続して行うようにする。

・対応の経過をこまめに伝え,保護者からの情報提供を受ける。

・事実に対して,どのように子どもを守り,どのように具体的に支援していくのかを

伝える。

イ 加害者の保護者との連携

・家庭訪問を行い,明らかになったことを整理して説明するとともに,今後の方針を

明確に伝える。また,その場で,子どもに事実確認を行う。家庭訪問は複数で対応

する。

・指導の経過報告とともに,子どもの変容を伝え,指導に対する理解を得る。また,

何より,子どもの成長を願う姿勢や考えを理解してもらえるように努める。

・事実を認めなかったり,対応を批判的にとらえたりする場合は,再度,事実を伝え,

今後の対応方針や教師の子どもに対する思いを示して理解を得る。

・経過観察を継続して行い,その後も連携を怠らない。

⑤報告体制について

任・その他の教員 任や学年主l 徒指導主 長・教頭・教務

※いじめ発見・解消カードに記入し,生徒指導主事に提出する。

(緊急時は除く)

⑥指導記録について(担任・生徒指導主事)

時系列に指導記録を残す。また,いじめアンケートについては,年度内は担任が責任を

もって保管する。

<記録内容>

・いじめの認知状況(きっかけ,継続性など)
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・いじめの内容(いつ・どこで・誰が・何をしたのか)

・被害者側の児童の状況

・加害者側の児童の状況

・保護者の状況

・職員の対応の役割分担(いつ・どこで・誰が・どんな関わりをするか)

・いじめ解消に向けての対策・方針・方向性

・関係機関との連携

4 いじめ防止のための家庭や地域,関係機関と連携した取組

(1)保護者との連携

学校・学年通信,リーフレット等でいじめや重大な規律違反児童に対しての指導を事前に

明確に伝えておくとともに,いじめ防止に向けた情報提供や啓発を図る。また,担任と日頃

から信頼関係を密にし,家庭とのスムーズな連携を心掛ける。また,学級懇談会や個別面談

等でいじめについて話し合う機会をもち,情報を収集する。

更に,アンケートや事実確認のための聴き取り等により判明した,いじめ事案に関する情

報については保護者に適切に提供する。

(2)地域との連携

地域の行事に積極的に参加し,日頃から情報収集を行う。また,学校便り等は地域の公民

館や集会場などに配布し,いじめ防止.のための啓発活動を行う。学校の情報については,い

じめ防止対策委員会で学校関係者に伝える。

(3)関係機関との連携

県や市から派遣されたSCともいじめの未然防止に向けて専門的な知識を活かした助言を

いただきながら,連携して取り組む。また,学校だけで抱え込むことなく,必要な時には積

極的に教育委員会に相談し,指導・助言をいただく。

5 いじめ防止に取り組むための組織

(1)学校内の組織

① 生徒指導委員会

いじめ防止アンケート(児童)やいじめ早期発見チェックリストを基に,月初めの定期

会議において,いじめ問題の現状や指導について全職員で話し合う。

② いじめ防止対策委員会の設置

いじめ防止に関する措置を実効的に行うため,学校長を中心とした「いじめ防止対策委

員会」を設置し,年2回開催する他,必要に応じて委員会を開催する。

【いじめ防止対策委員会の構成員】

・学校長 ・教頭 ・教務主任 ・生徒指導主事

.pTA会長 ・ PTA副会長 ・区長 ・民生委員
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・児童委員 ・学校臨床士(市派遣)

(2)家庭や地域,関係機関と連携した取組

いじめ問題が発生した場合で保護者等との連携が必要な場合は,保護者と家庭を含めた会

議を開催する。

6 重大事案への対応

生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いや,相当期間学校を休むことを余儀なくさ

れている疑いがある場合は,以下の対処を行う。

(1)教育委員会に速やかに報告し, 「鹿嶋市いじめ問題等対策委員会」に調査を依頼する。

(2)上記調査結果等については,いじめを受けた児童・保護者に対して,事実関係その他の情

報を適切に提供する。

7 いじめ防止に向けた年間計画

いじめ防止に向けた会議 学 級 担 任 

4月 

・「見守ってあげよう」支援会議 ・学級開き(児童の観察) 

・個人目標,学級目標作り(学活) 

・グループェンカウンター(学活) 

・いじめ防止アンケート(児童) 

・いじめ早期発見チェックリスト(担任) 

5月 

・生徒指導委員会 ・いじめって何だろう(学活) 

・家庭訪問(保護者との情報交換) →「いじめ防止目標」を学級内に掲示 

・いじめ防止アンケート(児童) 

・いじめ早期発見チェックリスト(担任) 

・情報モラル教育(重CT) 

6月 

・生徒指導委員会 ・人権標語募集,掲示(児童会) 

・教育相談月間 ・仲間づくり(学活) 

・いじめ防止アンケート(児童) 

・いじめ早期発見チェックリスト(担任) 

・第1回「Q-Uテスト」 

・生活アンケート(l学期) 

・生徒指導委員会 ・いじめ防止アンケート(児童) 
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7月 ・夏休み対策会議(気になる児童 ・いじめ早期発見チェックリスト(担任) 

への支援方策の確認) 

・iいじめ防止対策委員会i 

8,9月 

・生徒指導委員会 ・いじめはいけないこと(学活) 

・生徒指導研修(事例検討会,Q ・いじめ防止アンケート(児童) 

-Uテストの結果分析と学級目 ・いじめ早期発見チェックリスト(担任) 

標づくり) 

・特別支援研修 

10月 

・生徒指導委員会 ・いじめ防止標語募集,掲示(児童会) 

・個別面談(保護者との情報交換) ・いじめ防止アンケート(児童) 

・いじめ早期発見チェックリスト(担任) 

・生活アンケート(2学期) 

11月 

・生徒指導委員会 ・いじめ撲滅フォーラム(児童朝会) 

・教育相談月間 ・いじめ防止アンケート(児童) 

・いじめ早期発見チェックリスト(担任) 

・第2回「Q鵜Uテスト」 

12月 

・生徒指導委員会 ・いじめ防止アンケート(児童) 

・冬休み対策会議 ・いじめ早期発見チェックリスト(担任) 

l月 

・生徒指導委員会 ・いじめがあったら(学活) 

・いじめ防止対策委員会l ・いじめ防止アンケート(児童) 

・いじめ早期発見チェックリスト(担任) 

2月 

・生徒指導委員会 ・いじめ防止アンケート(児童) 

・教育相談月間 ・いじめ早期発見チェックリスト(担任) 

・生活アンケート(3学期) 

3月 

・生徒指導委員会 ・なれる自分,なりたい自分(学活) 

・春休み対策会議 ・いじめ防止アンケート(児童) 

・いじめ早期発見チェックリスト(担任) 
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